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  白浜町、九度山町及び高野町（以下「３町」という。）への観光客の誘致を促進し、地域観光の

活性化及び観光消費の拡大を図るため、町内の観光施設等を貸切バスにより周遊する観光ツアーの

実施に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

  日本国内に本店を有する旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第３条に規定する旅行業又は旅

行業者代理業の登録を受けている旅行業者（３町内外を問わない。） 

 

 

 

 

 

 

 １．補助対象事業 

   補助対象事業は、次の①から③の全てに該当する旅行商品とします。ただし、出発地を３町外

とするものに限ります。 

   ①令和８年７月１日(水)から令和８年３月３１日(水)までの期間において催行される観光バス

ツアーであって、募集型又は受注型企画旅行商品であること。 

   ②１旅程あたり、貸切バス１台につき１５人以上（乗務員及び添乗員を除く。）が参加する観

光バスツアーであること。ただし、旅程の一部に訪日旅行を含むものを除く。 

   ③３町内の宿泊施設に１泊以上宿泊し、かつ、３町の内、いずれか２町の観光施設等をそれぞ

れ１箇所以上利用等する観光バスツアーであること。 

    ※観光施設等とは、観光施設、文化施設、土産物店、農産物及び海産物等直売所、飲食店等

の観光要素がある施設又はサービス等で、利用、入場その他のサービスの提供等を受ける

ことに対して一定の対価を負担する必要があるものとします。ただし、白浜町又は高野町

が直接運営管理する施設等は除きます。 

 

 ２．補助対象外事業 

   補助対象事業であっても、次の①から⑦のいずれかに該当する場合は、補助対象外事業としま

す。 

   ①３町のいずれかから助成等を受けている観光バスツアーであるとき。 

   ②３町内の観光施設等の周遊が主たる目的でない観光バスツアーであるとき。 

   ③学校行事（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園、小学校、中学

校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校が行う

行事をいう。）であるとき。 
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   ④観光バスツアーを提供する相手方が特定の政治活動又は宗教活動を目的とする団体であると

き。 

   ⑤観光バスツアーを提供する相手方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員であ

るとき。 

   ⑥国、地方自治体が実施する会議、研修等であるとき。 

   ⑦前各号に掲げるもののほか、会長が補助金の交付対象として適当でないと認めるとき。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年７月１日(水)から令和９年３月３１日(水)まで 

 

 

 

 

 

 

 １．補助金額 

   補助金は、１ツアーにつき、次の表に記載する区分に応じて交付します。 

   なお、本事業における補助金の上限額は、１旅行業者につき２０万円で補助金の交付回数は、

同一旅行業者につき３回までです。 

 

旅程区分 
補助額 

（貸切バス１台あたり） 

休日等（旅程に日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を含

む旅程区分をいう。） 

  ５０，０００円以内 

平日（旅程に休日等を含まない旅程区分をいう。）  １００，０００円以内 

  ※提出いただいた申請書は提出期限を待たず、随時審査し決定します。予算は各月毎に上限額を

設けており、それぞれの予算上限に達し次第、各月毎に申込みを締め切ります。なお、それぞ

れの補助額は予算残額によります。 

 

３ 補助対象期間 

４ 補助金の交付額等 
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 １．交付申請 

  ⑴ 申請期間 

    令和８年６月１２日(金)～令和９年３月１７日（水) 

    ※申請書類は、観光バスツアーの出発日の２週間前までの申請期間内に必ず提出（必着）し

てください。（書類の受付時間等は、土、日、祝日を除く平日の８時30分から17時30分ま

でですので、ご留意願います。） 

  ⑵ 申請書類 

    『白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金交付申請書（様式第１

号）』に次の書類を添付し、提出先まで持参又は郵送により提出してください。 

   ①観光バスツアー旅程表 ※任意様式 

   ②旅行業法による登録票の写し 

   ※申請書類様式データは、白浜町公式ホームページからダウンロードできます。（任意様式を

除く。） 

 

 ２．交付決定 

   申請書類の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行います。 

 

 ３．事業変更に係る手続き 

   交付決定額の増額は認められませんが、事業費が増減する場合や利用する観光施設等又は宿泊

施設が変更となる場合のほか、事業内容に大きな変更が生じる場合は、必要に応じ、補助事業の

変更（中止）申請書（様式第３号）及び必要書類の提出が必要になる場合がありますので、事前

に事務局（白浜町観光課観光商工係）までご相談ください。 

   なお、軽微な変更の場合の変更手続きは不要です。 

   軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とします。該当の適否については、事前に事務局

（白浜町観光課観光商工係）までご相談ください。 

   ①事業主体を変更すること。 

   ②事業目的を変更すること。 

   ③補助金交付決定額の変更をすること。 

 

 ４．実績報告に係る手続き 

  ⑴ 報告期限 

    補助事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日までに、次の報告書類を提出し

てください。期限内に実績報告がない場合、補助金の交付ができない可能性がありますので、

注意してください。 

  ⑵ 報告書類 

    『白浜町・九度山町・高野町周遊観光バスツアー誘致促進事業補助金実績報告書兼請求書（

様式第５号）』に次の書類を添付し、提出先まで持参又は郵送により提出してください。 

   ①観光バスツアー旅程表 ※任意様式 

   ※報告書類様式データは、白浜町公式ホームページからダウンロードできます。（任意様式を

除く。） 

５ 申請等に係る手続き 
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 〒６４９－２２１１ 

  和歌山県西牟婁郡白浜町１６００番地 

  （白浜町観光課観光商工係内） 

   白浜町・九度山町・高野町広域観光協議会事務局 担当 山下 

    電 話 ０７３９－４３－６５８８ 

    ＦＡＸ ０７３９－４３－７８２５ 

    E-mail koikikanko@town.shirahama.lg.jp (※) 

        ※本事業に関するメールを送信する際は、件名の最初に【３町バスツアー補助金】

と記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 提出先及び問い合わせ先 


